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令和 7 年度第 5 回審査会での質問と回答（尾張東部衛生組合ごみ処理施設） 
 

 

 質問、意見の概要 審査会での事務局の回答 事業者の補足説明 

1 

事
業
計
画 

 資料1の3ページで稼

働開始見込みが令和 17

年に変更されているが、

既設施設の耐用年数が

どの程度残っているの

か、十分な余裕を見込ん

だうえでスケジュール

変更を行っているのか。 

 

 

今の施設が、実際に何年

まで使えるものかという

ことは確認しておりませ

んので、お答えができませ

んが、今の施設が使える期

間までということを見越

してスケジュールは見直

しをされていると思いま

す。 

 現施設については、令和

元年度から令和４年度に

かけて実施した基幹的設

備改良工事により令和 13

年度まで延命化していま

す。 

組合が策定した「長寿命

化総合計画書（H30.3 月）

も参考に、現状を踏まえつ

つごみ焼却施設内の設備・

機器の維持管理を適切に

行います。加えて、耐用年

数の比較的短い重要設備

を適切な時期に更新する

等の対策を講じることで、

稼働開始見込みである令

和 17 年度まで安定処理に

努めてまいります。 

2 
景
観 

 資料 1 の 5、6 ページ、

景観 9、10 で使われてい

る植栽という言葉につ

いて、公園の人工的に植

えられたものを指す印

象を受けるが、この言葉

遣いは間違っていない

か。植生や植物のほうが

意味は通りやすいので

はないか。 

 

 

 第 4 回審査会で事業者

が回答した文言ですので、

事業者に確認をいたしま

して、言葉を変えた方がい

いということであれば、修

正させていただきます。 

植生に訂正させていた

だきます。 

 


